
ご提出いただく書類について(本人確認書類の補足）

１．法人の本人確認書類
下記記載の書類をご提出ください。
□ 登記事項証明書
□ 印鑑登録証明書

※現在の所在地を確認する書類
1の書類と現在の所在地が異なる場合にいずれかひとつをご提出ください。
□ 他の本人確認書類
□ 国税又は地方税の領収証又は納税証明書　
□ 社会保険料の領収証書　　　　　　　　　
□ 公共料金の領収証書
□ その他官公庁から発行又は発給された書類等　　
□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等　

２．事業内容を確認する書類

□ 定款　
□ その他法令により法人が作成する書類　　　　　　　　　
□ 登記事項証明書　　　　　　　　
□ その他官公庁から発行又は発給された書類等

３．実質的支配者の本人確認書類

□ 運転免許証・運転経歴証明書(裏表）
□ 在留カード・特別永住者証明書(裏表）
□ 個人番号カード(表）
□ 旅券・乗員手帳(写真のある面と、現住所が記載されている面）
□ 身体障害者手帳等
□ その他官公庁から発行又は発給された書類等（写真あり）
□ 各種健康保険証
□ 国民年金手帳等
□ 印鑑登録証明書（取引申込等書類に押印した印鑑）
□ 印鑑登録証明書（取引申込等書類に押印した印鑑以外）
□ 戸籍謄本又は抄本
□ 住民票の写し又は記載事項証明書
□ その他官公庁から発行又は発給された書類等（写真なし）
□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等　　 

※現在の住所を確認する書類
3．の書類について、現在の住所と本人確認書類の記載が異なる場合にご提出ください。
□ 他の本人確認書類
□ 国税又は地方税の領収証又は納税証明書　
□ 社会保険料の領収証書　
□ 公共料金の領収証書
□ その他官公庁から発行又は発給された書類等　　
□ 外国政府又は国際機関が発行した書類等　

４．代表者、または取引担当者の本人確認書類

登記事項証明書に変更がない場合は、追加のご提出は不要です。なお、ご提出いただく場合、登記事項証明書の提
出は1通で結構です。

実質的支配者の方の本人確認書類をご提出ください。該当する方が複数名いらっしゃる場合は該当者全員の本人確
認書類のご提出をお願いいたします。また、写真付の証明書をご提出いただけない場合は、下記のうち2種類の本人確
認書類をご提出ください。なお、ご住所が記載されている面とご住所が変更になっていないかを確認できるよう、ご住所に
変更がなくても住所変更欄の写しもご提出ください。

３．実質的支配者の本人確認書類を参考に、代表者または取引担当者どちらか1名分をご提出ください。また、写真付
の証明書をご提出いただけない場合は、下記のうち2種類の本人確認書類をご提出ください。なお、ご住所が記載されて
いる面とご住所が変更になっていないかを確認できるよう、ご住所に変更がなくても住所変更欄の写しもご提出ください。

なお、代表者の方が、実質的支配者の場合は、代表者と、取引担当者の本人確認書類をご提出くださいますよう、念
のため申し添えます。


